
資料３ 

①－２ 幼稚園 
（１）新潟市の状況 

○施設数  ５４園    うち幼保連携型認定こども園 ８施設 

○新潟市内の幼稚園一覧（H25.5.1 現在） 
No. 区分 幼稚園 園児数  中央区 29 私 真人 241 西区 

北区  14 市 沼垂 131 30 私 みどり 35 42 市 西 71 

1 私 松浜あゆみ 14  15 私 二葉 99 江南区 43 私 あそびの森 金鵄 318 

2 私 ゆたか 122  16 私 あさひ 30 31 私 曽野木まるみ 133 44 私 あそびの森 金鵄つばさ 252 

3 私 豊栄マリア 18  17 私 ◆あそびの森有明 320 32 私 亀田カトリック 129 45 私 ◆旭が丘 171 

4 私 ◇豊栄 90  18 私 まるみ 248 秋葉区 46 私 坂井輪 190 

5 私 早通みずほ 70  19 私 ◇恵光学園第１ 50 33 市 新津第一 76 47 私 ◆坂井輪東 156 

東区  20 私 恵光学園第２ 77 34 市 新津第二 36 48 私 ◇明美ヶ丘 151 

6 県 新潟県立 87  21 私 新潟青陵 145 35 市 新津第三 88 49 私 ◆寺尾 290 

7 市 牡丹山 85  22 私 愛泉 334 36 市 結 127 50 私 ◆ノートルダム 72 

8 私 ◇新潟あゆみ 48  23 私 京王 168 37 市 市之瀬 62 51 私 新潟聖園マリア※ 26 

9 私 ◆恵泉 207  24 私 神宮 79 38 市 小合東 40 西蒲区 

10 私 栄光 240  25 私 ◆親松 334 39 市 小須戸 42 52 市 中之口 76 

11 私 あおい 172  26 私 新潟中央 165 40 私 新津カトリック 129 53 私 和光 58 

12 私 緑が丘 172  27 私 蒲原 82 南区 54 私 ひのまる 90 

13 私 ◆藤見 266  28 私 聖ラファエル 96 41 私 白根カトリック 49    

◆8 園は認定こども園の認可済 ◇4 園は H26.4 に認可予定   ※新潟聖園マリア幼稚園（西区）は H26.3 閉園予定 
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○根拠法 

  学校教育法（以下、「法」） 第１条 

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別

支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

 

○設置者（法第２条、附則第６条） 

＜第２条＞ 学校は、国、地方公共団体及び学校法人のみが、これを設置することが

できる。 

＜附則第６条＞私立の幼稚園は、第２条第１項の規定にかかわらず、当分の間、学校

法人によって設置されることを要しない。 

 

○目的（法第２２条） 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やか

な成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること 
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○入園資格年齢（法第２６条） 

満３歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児 

○入園手続き、保育料等 

①入園申し込み 

  ・１０月から翌年度の入園申し込み開始。保護者が園に直接申し込み。 

②保育時間 

・教育時間は１日標準４時間。教育週数は３９週以上（「幼稚園教育要領」） 

・通常の教育時間外や長期休暇期間の保育は「預かり保育」  ※資料②－２参照 

③料金 

＜市立＞入園料 １１，０００円、保育料（授業料）月６，３００円（条例で規定） 

＜私立＞入園料 ４０，０００円程度、保育料月２０，０００円程度（各園が設定） 

④利用者への補助制度                ※諸経費（給食費、教材費など）別 

 ・市立幼稚園授業料減免措置（世帯の課税状況や保護者の死亡・疾病等により） 

 ・就園奨励制度（世帯の課税状況に応じ年２０，０００～３０８，０００円を補助） 

・私立幼稚園父母負担軽減補助 園児一人年９，０００円 
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子ども・子育て関連３法に対する附帯決議 「施設型給付を受けない幼稚園に対

する私学助成及び幼稚園就園奨励補助の充実に努めるものとすること。」 

（２）新制度施行にあたって 

○設置認可と指導監督 

現行：都道府県（法第４条） → H27.4 から本市に権限移譲予定（県と協議中） 

附帯決議をふまえ、現行の助成水準を維持できるよう、私学助成の内容を検討する。 

現行の入園手続き（保護者が各園に直接申請）や国が示す簡素な手続きをふまえ、

認定が円滑に行えるよう配慮する。（各園による代理申請など） 

県が定める「私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準」および「私立幼稚園設置

認可方針」に相当する本市の基準・方針の制定について検討。 

施設型給付の受給・・・市による「１号認定」が必要（満３歳以上の就学前の子ども） 

○私学助成の充実 

○入園手続き 


